
双方向無線電話装置の型式承認試験基準 

 

１ 総 則 

 船舶救命設備規則（昭和４０年運輸省令第３６号）第４１条の２に規定される双方向無線電話装置の型式承認のための試験方法及び判定基準については､次に定め

るところによる｡ 

２ 一 般 

（１） この試験は､特記する場合を除き､常温･常湿のもとで行う｡ 

（２） 電波の発射を伴う試験については､シールドルーム内で行う｡ただし､電波法に基づく実験局の許可を得た場合は､この限りでない｡ 

（３） 本装置で通常使用できる周波数は､１５６.７５ＭＨｚ（チャンネル１５）、１５６.８ＭＨｚ（チャンネル１６）､１５６.８５（チャンネル１７）､４５ 

５２５ＭＨｚ、４５７．５５０ＭＨｚ、４５７．５７５ＭＨｚ、４６７．５２５ＭＨｚ、４６７．５７５ＭＨｚとするが、１５６．８ＭＨｚ（ちゃんねる

１６）のみを使用するものは認められない｡ 

（４） 電波に関する測定は､始動から１分経過した以後において行うこととする｡ 

３ 供試体 

（１） 供試体は、原則として仕様書に定める電池により作動させるものとする｡ 

（２） 試験のため､予備電池を使用して差し支えないものとする｡ 

  Ⅰ 外観及び構造検査 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

外観及び構造検査 

 

外観､構造､材料､寸法､質量等を仕様書又は図面と照合しな

がら確認する｡ 

１  

 

１ 

 

 

仕様書又は図面どおりであること｡ 

１の筐体に納められたものであって､小型軽量で持運びが

容易なものであること｡ 

空中線等が分離され

たものであっても各

部を体に装着して使

用されるものは１の

筐体に納められてい



外部の調整箇所が必要最小限であり､かつ､容易に操作し得

るような構造のものであること｡ 

電池は､電池を使用し､かつ､電池の交換が容易にできるよ

うなものであること｡ 

充電式のものにあっては､容易に充電可能なものであるこ

と｡ 

るものでなければな

らない｡ 

条約Ⅳ／１４－３ 

２  

 

１ 

表示の確認 

 

筐体の表面に表示されている事項等を確認する｡ 

２  

 

１ 

 

 

次の事項について表示があるか､又は表示し得るようにな

っている事｡ 

 （ⅰ）名称､型式､製造年月､製造番号及び製造者名 

 （ⅱ）注意事項 

 （ⅲ）使用電池の種類 

 （ⅳ）一次電池を用いる場合は､当該電池の有効期限 

表示は､水にぬれたり､こすれても容易に消えないようなも

のであること｡ 

 

 

 

 

 

 

 

条約Ⅳ／１４－３ 

３  

 

１ 

通信方式の確認 

 

通信方式を確認する｡ 

３  

 

１ 

 

 

単信方式であって送信と受信との切り換えが一挙動切り換

え方式又はこれと同等以上の性能のものであり、又手動切

り換えのものにあっては､当該切替え装置の操作部分が当

該無線電話のマイクロホン又は送受信器に装置してあるも

のであること｡ 

 



４  

 

１ 

 

２ 

 

 

周波数及び発射の種別等の確認 

 

周波数及び発射の種別を確認する｡ 

 

チャンネル１６を備えるものにあっては､その使用方法を確

認する｡ 

４  

 

１ 

 

２ 

 

 

仕様書どおりであること｡ 

 

チャンネル１６が誤って使用されないような措置がなされ

ていること｡ 

条約Ⅳ／１４－３ 

５  

 

１ 

磁気コンパスからの最小安全距離測定試験 

 

標準磁気コンパスに著しい自差を生じさせない距離を測定

する｡ 

５  

 

１ 

 

 

磁気コンパスに０．５°の偏位を生ずる距離が仕様書に記

載されていること｡ 

 

  Ⅱ 性能試験（送信装置） 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

周波数偏差測定試験 

 

周波数を測定する｡ 

１  

 

１ 

 

 

１５０ＭＨｚ帯を使用する装置にあっては､偏差は１０×

１０６以内であること｡ 

４００ＭＨｚ帯を使用する装置にあっては､偏差は５×１

０６以内であること｡ 

 

２  

 

１ 

占有周波数帯幅測定試験 

 

擬似音声で変調して測定する｡この場合における変調入力

は､１０００Ｈｚの変調周波数によって最大周波数偏移の最

２  

 

１ 

 

 

１６ｋＨｚ以内であること｡ 

 



大許容値の７０％の偏移を与える入力より１０ｄＢ大きい

値とする｡ 

３  

 

１ 

最大周波数偏移試験 

 

３００Ｈｚから３０００Ｈｚまでの変調周波数を加えたと

きの周波数偏移を測定する｡ 

３  

 

１ 

 

 

±５ｋＨｚ以内であること｡ 

 

４  

 

１ 

空中線電力測定試験 

 

各周波数について送信機出力端における空中線電力を測定

する｡ 

４  

 

１ 

 

 

仕様書どおりであること｡ 

 

５  

 

１ 

プレエンファシス特性試験 

 

変調周波数を３００Ｈｚから３０００Ｈｚまで変化したと

きのプレエンファシス特性を測定する｡ 

５  

 

１ 

 

 

１０００Ｈｚを基準にして次の表の範囲内であること｡ 

変調周波数 レベル比 

３００Ｈｚ ＋１ 

－１０.５   ｄＢ 

－３ 

５００Ｈｚ －６±１ｄＢ 

２０００Ｈｚ ＋６±１ｄＢ 

３０００Ｈｚ ＋１ 

＋９.５    ｄＢ 

－３  

 

６  総合歪及び雑音測定試験 ６    



 

１ 

 

１０００Ｈｚの変調周波数によって最大周波数偏移の７

０％の変調を行ったとき装置の全出力とその中に含まれる

不要出力との比を測定する｡ 

 

１ 

 

装置の全出力とその中に含まれる不要出力の比が２０ｄＢ

以上であること｡ 

  Ⅲ 性能試験（受信装置） 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

感度試験 

 

雑音抑圧を 20ｄＢとするために必要な受信機入力電圧を測

定する｡ 

１  

 

１ 

 

 

150ＭＨｚ帯にあっては､２μＶ以下であること｡ 

400ＭＨｚ帯にあっては、２．５μＶ以下であること｡ 

 

２  

 

１ 

 

２ 

 

３ 

１信号選択度試験 

 

６ｄＢ低下の帯域幅を測定する｡ 

 

70ｄＢ低下の帯域幅を測定する｡ 

 

スプリアスレスポンスを測定する｡ 

２  

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

12ｋＨｚ以上であること｡ 

 

150ＭＨｚ帯にあっては､25ｋＨｚ以内､400ＭＨｚ帯にあっ

ては､30ｋＨｚ以内であること｡ 

70ｄＢ以上であること｡ 

 

３  

 

１ 

感度抑圧効果試験 

 

雑音抑圧を 20ｄＢとするために必要な受信機入力電圧より

6ｄＢ高い希望波入力電圧を加えた状態のもとで希望波から

25ｋＨｚ以上離れた妨害波を加えた場合､雑音抑圧が 20ｄ

Ｂとなるときの妨害波入力電圧を測定する｡ 

３  

 

１ 

 

 

150ＭＨｚ帯にあっては､10ｍＶ以上であること｡ 

400ＭＨｚ帯にあっては、3．16ｍＶ以上であること｡ 

 



４  

 

１ 

相互変調特性試験 

 

希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨

害波であって入力電圧 1．78ｍＶのものを加えた場合の雑音

抑圧を測定する｡ 

４  

 

１ 

 

 

20ｄＢ以下であること｡ 

 

５  

 

１ 

局部発信器の周波数変動測定試験 

 

局部発信器の周波数変動を測定する｡ 

５  

 

１ 

 

 

0.001%以内であること｡ 

 

６  

 

１ 

ディエンファシス特性試験 

 

変調周波数を 300Ｈｚから 3000Ｈｚまで変化したときのデ

ィエンファシス特性を測定する｡ 

６  

 

１ 

 

 

1000Ｈｚを基準にして次の表の範囲内であること｡ 

変調周波数 レベル比 

３００Ｈｚ      ＋１ 

＋１０．５   ｄＢ 

     －３ 

５００Ｈｚ    ＋６±１ｄＢ 

２０００Ｈｚ    －６±１ｄＢ 

３０００Ｈｚ      ＋１  

－９．５   ｄＢ 

     －３  

 

７  

 

１ 

総合歪及び雑音測定試験 

 

１０００Hz の変調周波数で最大周波数偏移の７０%まで変

７  

 

１ 

 

 

２０ｄＢ以上であること｡ 

 



調された１０μＶの受信機入力電圧を加えた場合において､

装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比を測定する｡ 

  Ⅳ 連続作動試験 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  －２０±３℃の恒温槽に供試体を入れ、１時間当該状態に保

持した後､送信：待受けが１：９のデューティサイクル(送信

１回は６秒間を標準とする｡)にて連続４時間作動させる｡ 

最終段階においてⅡ１及び４並びにⅢ１の試験を行う｡ 

１  Ⅱ１及び４並びにⅢ１の判定基準を満足すること｡ただし､

空中線電力は､仕様書の定格値より６ｄＢ以上低下しない

こと｡ 

条約Ⅳ／１４－３ 

  Ⅴ 環境試験 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

高温試験 

 

６５±２℃の恒温槽の中に１０時間以上保持し､引き続い

て､５５±２℃の恒温槽の中に２時間以上保持した後､当該

環境下でⅡ１及び４並びにⅢ１の試験を行う｡ 

１  

 

１ 

 

 

供試体の作動等に有害な破損､変形等を生じないこと｡ 

Ⅱ１及び４並びにⅢ１の判定基準を満足すること｡ただし､

受信入力電圧は､１５０ＭＨｚ帯にあっては４μＶ以下､４

００ＭＨｚ帯にあっては５μＶ以下とする｡ 

 

２  

 

１ 

低温試験 

 

－３０±３℃の恒温槽の中に１０時間以上保持し､引き続い

て､－２０±３℃の恒温槽の中に２時間以上保持した後､当

該環境下でⅡ１及び４並びにⅢ１の試験を行う｡ 

２  

 

１ 

 

 

同上 

 

３  

 

湿度試験 

 

３  

 

 

 

 



１ 温度４０±２℃､相対湿度９３±２%の恒温槽の中に１０時

間以上保持した後取り出し､直ちにⅡ１及び４並びにⅢ１の

試験を行う｡ 

１ 同上 

４  

 

１ 

振動試験 

 

振動試験機に取付け､振動数５~１２．５Ｈｚ(全振幅３．２

ｍｍ)､振動数１２．５~２５Ｈｚ(全振幅０．８ｍｍ)及び２５

~５０Ｈｚ(全振幅０．２ｍｍ)の振動を、上下､左右及び前後

方向に各１５分間加えた後､Ⅱ１及び４並びにⅢ１の試験を

行う｡本試験中に共振がある場合には､各共振点の周波数の

振動をさらにそれぞれ３０分間加えた後､上記の性能試験を

行う｡ 

４  

 

１ 

 

 

供試体の作動等に有害な破損､変形等を生じないこと｡ 

Ⅱ１及び４並びにⅢ１の判定基準を満足すること｡ 

通常使用状態におけ

るケースを装着して

行うこととして差し

支えない｡ 

５  

 

１ 

衝撃試験 

 

供試体を通常使用する姿勢から底面までの高さ５０㎝の位

置から堅木の表面に１回自然落下させる｡供試体の持運び状

態における姿勢についても同一の試験を行う｡上記の二方向

からの落下試験終了後、Ⅱ１及び４並びにⅢ１の試験を行

う｡ 

５  

 

１ 

 

 

同上 

同上 

６  

 

１ 

外被の保護形式の確認試験 

 

毎分３~５ｍｍの水量で､２００ｍｍ以上の高さから水滴の

落下方向が鉛直から１５゜傾いた状態となるような水噴霧

６  

 

１ 

 

 

異常がないこと｡ 

注水試験機は､２０

ｍｍ間隔に配置され

た注水孔(１個の孔の

直径は０．４ｍｍ)を



を前後､左右の４方向について､各２．５分間ずつ噴霧する｡

この後､水にぬれた状態のまま作動させる｡ 

有するものであるこ

と｡ 

 

 


